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立地の適正化に関する基本的な方針

　 浜松市都市計画マスタ ープラ ン（ 2020年度）における 都市計画の基本理念を 本計画のまちづくり の

理念として以下に示します。

2 浜松市都市計画マスタ ープランによるまちづくり の理念

将来都市構造の基本的枠組み

多彩に輝き、持続的に発展する都市 

○自然環境と共生した持続可能な都市の実現 

豊かな自然の恵みを市民生活に活かし、また、深刻化する地球環境問題の克服に貢献する
ため、都市機能や居住の無秩序な拡散を抑制し、利便性の高い公共交通沿線に誘導するなど、
都市全体におけるメリハリのある土地利用を推進するとともに、公共投資の選択と集中、ス
マートシティ、グリーンインフラの取組により、将来世代に引き継ぐ、自然環境と共生した
持続可能な都市を目指します。 

 

○都市活力の持続と向上 

三遠南信地域や県西部地域などの広域圏の発展をけん引する都市としてふさわしい都市
活力を生み出していくため、都市活動の中心であり都市の顔である都心の再生とともに、こ
れまでの本市の発展を支えてきた工業や農業をはじめ、多様な産業の更なる活発化や、交流
人口の拡大につながる都市づくりを目指します。 

 

○地域特性を活かした都市づくりと相互連携の強化 

都市機能が集積する地域から自然環境豊かな地域までそれぞれの役割を明確にしたうえ
で、地域固有の産業基盤や自然資源、歴史・文化・伝統などの地域特性を活かした都市づく
りを目指します。また、ヒト・モノ・カネ・情報のネットワークを活かして地域相互の連携
を強化することにより、新しい価値や文化、産業が次々と生まれる創造都市の実現を目指し
ます。 

 

○市民生活の質の向上 

市民一人一人の暮らしが充実し、市民生活の質の向上が実感できるよう、日常生活の利便
性の確保、良好な都市環境や歩いて暮らせる交通環境の形成、都市の防災性の向上など、安
全・安心・快適な都市づくりを目指します。 

 
○市民の参加・協働によるまちづくりの推進 

 地域特性に応じた創意工夫による魅力的なまちづくりを推進し、地域の課題を解決する
地域力を高めるため、市民、市民活動団体、事業者などがまちづくりの主役として各自の役
割を果たすとともに、それぞれの主体が協働する仕組みと体制を強化します。 

 



 

23



第3章

24

立地の適正化に関する基本的な方針

（ 出典： 浜松市都市計画マスタープラン）

目指すべき 都市の骨格構造 2
1 将来都市構造

図 3-2　 将来都市構造

浜松市都市計画マスタープラン（2020年度）では、目指すべき将来都市構造として、低炭素 

都市形成や効率的な都市経営が可能となる集約型の都市構造「拠点ネットワーク型都市構造」を 

掲げ、５つの都市計画の目標を枠組みとして将来都市構造図を描いています。 

■将来都市構造 

拠点ネットワーク型都市構造 
拠点ネットワーク型都市構造とは、基幹的な公共交通沿線に都市機能が集積した複数の

拠点が形成され、その拠点と公共交通を中心に都市が集約されるとともに、拠点間が公共

交通を基本として有機的に連携されたコンパクトな都市構造のことをいいます。 

この都市構造の実現により、過度に自動車に依存することがなく、高齢者をはじめとす

る誰もが出歩きやすい健康で快適な暮らしの確保、財政的・経済的に持続可能な都市経営、

都市の低炭素化などが可能となります。 

■将来都市構造の枠組み 

目標①

コンパクトで暮らしや
すい持続可能な
都市づくり

目標②

多様な産業・資源を
活かした都市活力の

持続・向上を支える
都市づくり

目標③

創造都市の顔である
都心の再生に
向けた都市づくり

目標④
自然環境の保全・

創出と環境負荷の
小さな都市づくり

目標⑤ 安全で安心な災害に強い都市づくり
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（ 出典： 浜松市都市計画マスタープラン）

図 3-3　 将来都市構造図

第1章

第2章

第3章

第4章

第5章

第6章

第7章

立
地
の
適
正
化
に

関
す
る
基
本
的
な
方
針

参考資料

第8章





27

〔 表 3-1　 各区域の分類〕

※上位の都市機能誘導区域には下位のサービス 型の位置付けも 含みま す。

広域な公共交通ネット ワ ーク を 活かして、交流や賑わい
創出に資する 商業・ 文化等の機能を 集積し 、創造都市の
顔と し てふさ わし い都心機能の向上や維持を 図る 区域

公共交通でのアク セス 性を 活かし て、広範な人の利用に
資する 拠点的な公共施設を 集積し 、利用者の利便性の確
保を 図る 区域

公共交通でのアク セス 性を 活かし て、地域住民の利用に
資する 拠点的な公共施設を 集積し 、利用者の利便性の確
保を 図る 区域

身近な公共交通を 活かし た暮らし の充実に資する 医療・
福祉機能を 集積し 、居住誘導を 図ること で、生活サービス
機能の向上や維持を 図る 区域

日常生活の利便性が高く 、公共交通を 便利に利用し なが
ら 暮ら すこと ができるよう 、居住促進を 図る 区域

生活に必要な都市基盤が整備さ れ、地域特性に応じ た生
活サービス が確保さ れる 区域

既存集落における 地域コ ミ ュ ニティ の維持を 図る 区域

位置付け区分の分類

広域サービス 型

市域サービス 型

地域サービス 型

生活サービス 型

居住誘導区域

誘導区域外市街地

市街化調整区域

都
市
計
画
区
域

市
街
化
区
域

都
市
機
能
誘
導
区
域

図 3-4　 都市機能、居住の配置イメ ージ
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